
 

労働者派遣法第 30 条の４第 1 項の労使協定に関する事項 

労使協定の締結 あり（有効期限:2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日） 

対象となる派遣労働者の範囲 
原則、弊社から労働者派遣契約に基づき派遣就業する

派遣労働者 

 

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

入職時における安全衛生およびコンプライアンス研修、派遣業務に応じた研修等 

 


